
 

 

  
令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日 

第１８２回品川区都市計画審議会資料 

【都市計画の種類】東京都市計画地区計画（広町地区）・・・変更（東京都決定） 

【計画地の所在】 東京都品川区広町２丁目３７１８番２６他（地番表示） 
【区域面積】   広町地区地区計画(再開発等促進区を定める地区計画) 約７.１ha 

         計画地（B－１地区） 約１.１ha 

【公共施設等の変更・追加】 

【施設計画の概要】 

（断面構成図 AA’） 

１ 

【都市計画手続きの経過と予定】 
令和６年 ７月１６日        都市計画原案説明会（出席者数：７人） 

７月１６日～７月３０日  都市計画原案公告・縦覧 
９月１９日        都市計画案説明会（出席者数：９６人） 
９月２０日～１０月４日  都市計画案公告・縦覧 

１０月 ４日        品川区都市計画審議会 
     １１月１５日        東京都都市計画審議会《予定》 

１２月１６日        地区計画都市計画変更の告示《予定》 
 令和７年 ３月下旬         地区計画条例化《予定》 

【位置図】 

【これまでの経緯】 

■広町地区および計画地の計画検討の経緯 
令和２年１１月  大井町駅周辺地域まちづくり方針策定 
令和３年１１月  広町地区地区計画・土地区画整理事業 都市計画決定 
令和４年 ５月  広町二丁目土地区画整理事業の施行認可 
 
■品川区新総合庁舎に関して 
令和３年１２月  「品川区新庁舎整備基本構想」 策定 

 令和５年 １月  「品川区新庁舎整備基本計画」 策定 

（配置図） 

（計画諸元） （暫定イメージ） 

※暫定イメージは、今後の設計や行政協議等の進捗に応じて変更が生じます。 

歩行者専用通路 7号・8号（追加）： 

区画道路１号から広場３号へのバリ

アフリー歩行者ネットワークの形成

のための歩行者専用通路 

歩行者専用通路 1 号（変更）： 

広場 3号整備に伴う延長の変更 

議第 428 号 東京都市計画地区計画の変更（広町地区） 

【変更の理由】  土地区画整理事業による土地利用転換に併せて、公共施設を整備しつつ、 

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図り、計画的複合市街

地を形成するため、新たに地区整備計画を定めることなどに伴い、地区計画を

変更する。 

広場 3号（追加）： 

区民活動の中心となるにぎわい拠点

の形成等のため、広場１号とデッキ部

をつなぎ、来庁者、区民等が交流、活

動、憩い、滞在することができる広場

（歩行者ネットワーク図） 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

・主要な公共施設・地区施設 赤字：変更又は追加箇所の主な部分 

歩行者専用通路７号 
(２F) 

歩行者専用通路８号 

＜地上部＞ 

広場３号 
(２F) 

地区施設 

B-1 地区 

A-2 地区 

B-2 地区 A-1 地区 

歩行者専用通路 1号 

＜デッキ部＞ 

広場３号 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区分 

名称 B－１地区 

面積 約１.１ha 

建築物等の用途

の制限 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項 

 から第１０項各号の一に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。 

建築物の容積率

の最高限度 
１０分の６０ 

建築物の容積率

の最低限度 
１０分の２０ 

建築物の高さの

最高限度 

６５ｍ 
建築物の高さはＴ．Ｐ．＋９．１ｍからによる。 

建築物の高さの最高限度に係る高さの算定においては、建築基準法施行令第２条第１項第６号 
に定める高さとする。 

建築物の敷地面

積の最低限度 
５，０００㎡ 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分については、この限りではない。 
１ 歩行者の回遊性向上や円滑な交通ネットワークの形成に資する歩行者デッキ、階段、エス 

カレーター、エレベーター等の用途に供するもの及びこれらに付属する屋根、柱、壁その 
他これらに類するもの 

２ 歩行者の快適性及び安全性を高めるための手すり、ひさしその他これらに類するもの 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

１ 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の色彩に配慮し、周辺環境と調和したものとする。 
２ 屋外広告物は建築物と一体のもの、歩行者空間と調和のとれたものなどとし、設置位置、 

形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市景観の形成に寄与するもの 
とする。 

 

■広町地区地区計画の変更（東京都決定） 

再
開
発
等
促
進
区 

主要な公

共施設の

配置及び

規模 

種類 名称 面積及び幅員 延長 備考 

道路 

区画道路１号 １６ｍ～１９ｍ 約３５０ｍ 新設 

区画道路 2号 １６ｍ～１７ｍ 約７０ｍ 新設 

北側駅前広場 約３，１００㎡ - 新設・立体道路 

その他の 

公共空地 

広場１号 約４，６００㎡ - 
新設 

にぎわい形成等に寄与する建築物等

約６００㎡を含む範囲とする。 

広場３号 約１，５００㎡  
新設、地上及びデッキレベル 

階段、昇降施設等を含む。 

駅前歩行者広場 1号 約１，０００㎡ - 新設、デッキレベル 

駅前歩行者広場２号 約３，４００㎡ - 
新設、地上及びデッキレベル 

階段、昇降施設等を含む 

歩行者専用通路１号 ６～１７ｍ 約３５０ｍ 
新設 

階段、昇降施設等を含む 

歩行者専用通路２号 ５ｍ 約１５ｍ 
新設 

鉄道高架橋脚等を含む 

地
区
整
備
計
画 

地区施設

の配置及

び規模 

種類 名称 面積及び幅員 延長 備考 

その他の 

公共空地 

広場２号 約４５０㎡ - 新設、デッキレベル 

歩行者専用通路３号 １２ｍ 約１０m 新設 

歩行者専用通路４号 ５ｍ 約１０m 
新設 

鉄道高架橋脚等を含む 

歩行者専用通路５号 ３ｍ 約１００m 新設 

歩行者専用通路６号 ３ｍ 約９０m 新設 

歩行者専用通路７号 ４ｍ 約５０m 
新設 

階段、昇降施設等を含む。 

歩行者専用通路８号 ４ｍ 約６０m 新設、昇降施設等を含む。 

歩道状空地１号 ３ｍ 約３０m 新設 

 

都市計画の概要 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日 

第１８２回品川区都市計画審議会資料 

地区計画の区域 

 

再開発等促進区及び 
地区整備計画の区域 
 

地区区分線 

歩行者専用通路（既決定） 

歩行者専用通路（新規） 

広場（新規） 

広場（既決定） 

駅前歩行者広場（既決定） 

歩行者専用通路（既決定） 

歩行者専用通路（新規・変更） 

広場（既決定） 

歩道状空地（既決定） 

主要な公共施設 


